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１ 調査対象事業等 

調査対象事業 集合時刻 集合場所 

広域河川改修事業 二級河川気仙川 
(陸前高田市、住田町) 

11：35 

沿岸広域振興局大船渡土木センター住

田整備事務所 

（気仙郡住田町世田米字川向102-１） 

都市計画道路整備事業 盛岡駅本宮線 
(盛岡市) 

15：55 
盛岡市中央公園展望台 

（盛岡市本宮字蛇屋敷外） 

 

２ 留意事項 

  現地調査を傍聴するに当たっては、事務局の指示に従うとともに、次の事項を守ってくださ

い。なお、これに違反したときは、注意し、その後の傍聴を拒否する場合があります。 

① 現地調査中は、静粛に傍聴すること。 

② 騒ぎ立てる等により、調査を妨害しないこと。 

③ 調査箇所において、勝手に他人の土地に立ち入る等の行為をしないこと。 


